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地域経済循環創造事業交付金交付要綱等の一部を改正する要綱（案） 

  

地域経済循環創造事業交付金交付要綱（平成 25 年総行政第 29 号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

（下線が変更部分） 

改正後 改正前 

地域経済循環創造事業交付金交付要綱 

（ローカル 10,000 プロジェクト） 

 

平成２５年２月２７日制定 

令和８年４月１日最終改正 

 

第４条 事業内容 

次の各号のいずれにも該当する持続可能な事業を行うために、民間

事業者等（以下、「交付金事業者」という。）が、初期投資を行う事業

（以下、「交付金事業」という。）に対し、地方公共団体が助成を行う

場合に、当該地方公共団体に対して、交付金を交付する。 

(1) 地方公共団体、地域の金融機関等との連携を通じて、地域の資源

と資金を活用した地域密着型の事業であること。 

(2) 事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援す

べき公共的な地域課題への対応の代替となること。 

(3) 他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高

い新規性・モデル性があること。 

(4) 交付対象経費のうち、交付金事業者が地域金融機関、日本政策金

融公庫、沖縄振興開発金融公庫若しくは奄美群島振興開発基金から

受ける融資額、一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公

地域経済循環創造事業交付金交付要綱 

（ローカル 10,000 プロジェクト） 

 

 

 

 

第４条 事業内容 

次の各号のいずれにも該当する持続可能な事業を行うために、民間

事業者等（以下、「交付金事業者」という。）が、初期投資を行う事業

（以下、「交付金事業」という。）に対し、地方公共団体が助成を行う

場合に、当該地方公共団体に対して、交付金を交付する。      

(1) 産官学金労言の連携により、地域の資源と資金を活用した地域密

着型の事業であること。 

(2) 事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援す

べき公共的な地域課題への対応の代替となること。 

(3) 他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高

い新規性・モデル性があること。 

(4) 交付対象経費のうち、交付金事業者が地域金融機関、日本政策金

融公庫、沖縄振興開発金融公庫若しくは奄美群島振興開発基金から

受ける融資額又は、一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地
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改正後 改正前 

共団体から受ける無利子の貸付額、地域活性化ファンドから受ける

出資額又は民間クラウドファンディングにより調達された資金の

額（以下「融資額等」という。）の総額が第７条に規定する公費によ

る助成額と同額以上であり、当該融資は無担保（交付金事業により

取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。）の

融資であること。 

   なお、金融機関は経営者に対して交付金事業者の連帯保証人にな

ること（経営者保証）を求めてはならない。 

２ （略） 

 

第７条 交付限度額 

  交付対象経費のうち、融資額等を除いた額を対象として、地方公共

団体が交付金事業者に助成する経費（以下「公費による助成額」とい

う。）に対する国が地方公共団体に対して交付する交付金の額は、１事

業あたり以下の各号に定める方法により算出した額を超えないもの

とする。ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

(1) 融資額等が公費による助成額と同額以上２倍未満の額の場合に

あっては、公費による助成額（3,000 万円を上限とする。）に第２項

に定める交付率を乗じて得た額とする。 

(2) 融資額等が公費による助成額の２倍以上３倍未満の額の場合に

あっては、公費による助成額（4,000 万円を上限とする。）に第２項

に定める交付率を乗じて得た額とする。 

(3) 融資額等が公費による助成額の３倍以上４倍未満の額の場合に

あっては、公費による助成額（5,000 万円を上限とする。）に第２項

に定める交付率を乗じて得た額とする。 

方公共団体から受ける無利子の貸付額 （以下「融資額等」という。）

の総額が第７条に規定する公費による交付額と同額以上であり、当

該融資は無担保（交付金事業により取得する財産に抵当権その他の

担保権を設定する場合を除く。）の融資であること。 

   なお、金融機関は経営者に対して交付金事業者の連帯保証人にな

ること（経営者保証）を求めてはならない。 

 

 

２ （略） 

 

第７条 交付限度額 

  交付対象経費のうち、融資額等を除いた額を対象として、地方公共

団体が交付金事業者に助成する経費（以下「公費による交付額」とい

う。）に対する国が地方公共団体に対して交付する交付金の額は、１事

業あたり以下の各号に定める方法により算出した額を超えないもの

とする。ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

(1) 融資額等が公費による交付額と同額以上１．５倍未満の額の場合

にあっては、公費による交付額（2,500 万円を上限とする。）に(4)

に定める交付率を乗じて得た額とする。 

(2) 融資額等が公費による交付額の１．５倍以上２倍未満の額の場合

にあっては、公費による交付額（3,500 万円を上限とする。）に(4)

に定める交付率を乗じて得た額とする。 

（新設） 
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改正後 改正前 

(4) 融資額等が公費による助成額の４倍以上の額の場合にあっては、

公費による助成額（5,500 万円を上限とする。）に第２項に定める交

付率を乗じて得た額とする。 

２ 交付率は、原則として 1/2 とする。ただし、次の表の左欄に掲げる

区分にあっては、それぞれ右欄に掲げる交付率とする。 

区 分 交付率 

①  （略） 2/3 

②  （略） 3/4 

③ 次の各号に掲げるいずれかに該当する交

付金事業 

(1) 地域脱炭素の推進に特に関連する事業で

あって、新規性・モデル性の極めて高い事業

と認められるもの 

(2) 地域の若者や女性の活躍に特に関連する

事業であって、新規性・モデル性の極めて高

い事業と認められるもの 

3/4 

 

 

 

 

 

第１４条 実績報告 

地方公共団体は、交付金事業が完了した場合は、その日から起算し

て３０日以内又は交付金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌

年度の４月１０日のいずれか早い日までに、別記様式第７号による実

績報告書を大臣に提出しなければならない。 

(3) 融資額等が公費による交付額の２倍以上の額の場合にあっては、

公費による交付額（5,000 万円を上限とする。）に(4)に定める交付

率を乗じて得た額とする。 

(4) 交付率は、原則として 1/2 とする。ただし、次の表の左欄に掲げ

る区分にあっては、それぞれ右欄に掲げる交付率とする。 

区 分 交付率 

①  （略） 2/3 

②  （略） 3/4 

③ 次の各号に掲げるいずれかに該当する交

付金事業 

(1) 生産性向上に資するデジタル技術の活用

に関連する事業であって、新規性・モデル性

の極めて高い事業と認められるもの 

(2) 脱炭素に資する地域再エネの活用等に関

連する事業であって、地域金融機関等から

ESG 投融資を受ける新規性・モデル性の極め

て高い事業と認められるもの 

(3) 地域の女性や若者の活躍に関連する事業

であって、新規性・モデル性の極めて高い事

業と認められるもの 

3/4 

 

第１４条 実績報告 

地方公共団体は、交付金事業が完了した場合は、その日から起算し

て３０日以内又は交付金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌

年度の４月１０日のいずれか早い日までに、別記様式第７号による実

績報告書を大臣に提出しなければならない。 
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改正後 改正前 

２ 地方公共団体は、交付金事業の実施期間内において、国の会計年度

が終了したときには、交付の決定に係る会計年度の翌年度の４月３０

日までに年度終了の実績報告として別記様式第７による実績報告書

を大臣に提出しなければならない。 

３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地方公共団体は、交付金事業の実施期間内において、国の会計年度

が終了したときには、交付の決定に係る会計年度の翌年度の４月３０

日までに前項に準ずる報告書を大臣に提出しなければならない。 

 

３ （略） 
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改正後 改正前 

（様式） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の地域経済循環創造事業交付金交付要綱（ローカル 10,000 プロジェクト）の規定は、令和８年４月１日以降に交付申請

を行う交付金から適用し、同日前に交付申請を行った事業に対する交付金については、なお従前の例による。 

３ 交付金の交付を受けようとする地方公共団体から令和８年３月３１日までに総務省に提出された別途定められた事業実施計画書に係る事業に

おける改正後の第７条の適用については、改正後の交付限度額が改正前の交付限度額を下回る場合に限り、なお従前の例による。 

４ 交付金事業の事業期間が２年であって、令和８年３月３１日までに事業初年度の交付決定を受けた事業における改正後の第７条の適用につい

ては、なお従前の例による。 
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地域経済循環創造事業交付金交付要綱の一部を改正する要綱（令和３年総行政第４２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

（下線が変更部分） 

改正後 改正前 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

２ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第５条第１

項に規定する特定市町村（同法附則第６条第１項、同法附則第７条第

１項及び同法附則第８条第１項の規定により特定市町村の区域とみ

なされる区域を含む市町村を含む。）であって、財政力指数が 0.5 未

満の市町村が助成を行う事業（ただし、第７条第２項の表の③に該当

するものは除く。）については、激変緩和のために令和９年３月３１日

まで６年間（同法附則第５条第１項に規定する特別特定市町村（同法

附則第６条第２項、第７条第２項及び第８条第２項の規定により特別

特定市町村の区域とみなされる区域を含む市町村を含む。）について

は、令和１０年３月３１日まで７年間）の経過措置として、当該市町

村の財政力指数に応じて、それぞれ第７条第２項の表の右欄に掲げる

交付率とする。 

 

 

 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

２ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第５条第１

項に規定する特定市町村（同法附則第６条第１項、同法附則第７条第

１項及び同法附則第８条第１項の規定により特定市町村の区域とみ

なされる区域を含む市町村を含む。）であって、財政力指数が 0.5 未

満の市町村が助成を行う事業（ただし、第６条第４号の表の③に該当

するものは除く。）については、激変緩和のために令和９年３月３１日

まで６年間（同法附則第５条第１項に規定する特別特定市町村（同法

附則第６条第２項、第７条第２項及び第８条第２項の規定により特別

特定市町村の区域とみなされる区域を含む市町村を含む。）について

は、令和１０年３月３１日まで７年間）の経過措置として、当該市町

村の財政力指数に応じて、それぞれ第７条第４号項の表の右欄に掲げ

る交付率とする。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


